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京都市交通局契約規程の一部を改正する規程を公布する。 

  令和８年２月１７日 
                           京都市公営企業管理者   
                           交通局長 北村 信幸   
京都市交通局管理規程第７号 
  京都市交通局契約規程の一部を改正する規程 

京都市交通局契約規程の一部を次のように改正する。 

現行 改正後 

目次 

  第１章 総則(第１条) 

  第２章 一般競争入札 

    第１節 略 

    第２節 公告及び競争（第６条―第

１９条） 

    第３節 落札者の決定等（第２０

条・第２１条） 

  第３章～第５章 略 

  第６章 競争入札等運用委員会（第３３

条） 

  第７章～第１０章 略 

  附則 

目次 

  第１章 総則(第１条) 

  第２章 一般競争入札 

    第１節 略 

    第２節 公告及び競争（第６条―第

１８条） 

    第３節 落札者の決定等（第１９条

―第２１条）） 

  第３章～第５章 略 

  第６章 競争入札運用委員会（第３３

条） 

  第７章～第１０章 略 

  附則 

第１条～第１４条 略 第１条～第１４条 略 

第１５条 削除 （削除） 

（予定価格） 

第１６条 予定価格は、入札に付する事項の

価格の総額について定めなければ ならな

い。ただし、一定期間継続する製造、修理、

加工、売買、供給、使用等の契約の場合に

おいては、単価について、その予定価格を

定めることができる。 

２ 予定価格は、契約の目的となる物件又は

役務について、取引の実例価格、需給の状

況その他必要な事項を考慮して定めるもの

とする。 

３ 管理者は、一般競争入札により契約を締

結しようとするときは、一般競争入札を行

う前に、第１項本文の規定により定めた予

定価格を公表するものとする。ただし、管

（予定価格） 

第１５条 予定価格は、入札に付する事項の

価格の総額について定めなければ ならな

い。ただし、一定期間継続する製造、修理、

加工、売買、供給、使用等の契約の場合に

おいては、単価について、その予定価格を

定めることができる。 

２ 予定価格は、契約の目的となる物件又は

役務について、取引の実例価格、需給の状

況その他必要な事項を考慮して定めるもの

とする。 

３ 管理者は、一般競争入札により契約を締

結しようとするときは、一般競争入札を行

う前に、第１項本文の規定により定めた予

定価格を公表するものとする。ただし、管
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理者が特別の理由があると認めるときは、

この限りでない。 

理者が特別の理由があると認めるときは、

この限りでない。 

（最低制限価格） 

第１６条の２ 管理者は、令第１６７条の１

０第２項の規定により最低制限価格を設け

るときは、予定価格の３分の２を下らない

範囲内において定めるものとする。 

（最低制限価格） 

第１６条 管理者は、令第１６７条の１０第

２項の規定により最低制限価格を設けると

きは、予定価格の３分の２を下らない範囲

内において定めるものとする。 

第１７条 削除 （削除） 

第１８条 削除 （削除） 

（再度入札） 

第１９条 再度入札は、１回に限り行う。 

２ 当初の入札において、入札に参加しなか

った者又は無効の入札を行った者は、再度

入札に参加することができない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、一般競争入

札を行う前に予定価格を公表したときは、

再度入札を行わない。 

（再度入札） 

第１７条 再度入札は、１回に限り行う。 

２ 当初の入札において、入札に参加しなか

った者又は無効の入札を行った者は、再度

入札に参加することができない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、一般競争入

札を行う前に予定価格を公表したときは、

再度入札を行わない。 

 

（入札の執行の細目） 

第１８条 第６条から前条までに定めるもの

のほか、一般競争入札の執行に関し必要な

事項は、別に定める。 

（落札者の決定） 

第２０条 落札者が決定したときは、イン

ターネットを利用し、又は口頭若しくは文書

により当該落札者に通知する。 

（落札者の決定） 

第１９条 落札者を決定したときは、インタ

ーネットを利用し、又は口頭若しくは文書に

より当該落札者に通知する。 

（契約書の提出及び契約保証金の納付） 

第２１条 落札者は、落札の通知を受けた日

から５日以内に、所定の契約書を提出し、

契約保証金を納付しなければならない。た

だし、管理者が特に必要があると認めると

きは、当該期限を延長することができる。 

２ 落札者が前項の定めるところにより所

定の手続を行わないときは、当該落札に係

る契約は締結されなかったものとみなす。 

（契約書の提出及び契約保証金の納付） 

第２０条 落札者は、落札の通知を受けた日

から５日以内に、所定の契約書を提出し、

契約保証金を納付しなければならない。た

だし、管理者が特に必要があると認めると

きは、当該期限を延長することができる。 

２ 落札者が前項の定めるところにより所定

の手続を行わないときは、当該落札に係る

契約は締結されなかったものとみなす。 

 

（落札者の決定等の細目） 

第２１条 前２条に定めるもののほか、落札

者の決定等に関し必要な事項は、別に定め

る。 

第２２条～第２７条 略 第２２条～第２７条 略 

（随意契約によることができる額） 

第２８条 地公令第２１条の１３第１項第

１号の規定により随意契約によることがで

（随意契約によることができる額） 

第２８条 地公令第２１条の１３第１項第

１号の規定により随意契約によることがで
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きる額は、地公令別表第一の上欄に掲げる契

約の種類に応じ同表下欄に掲げる額の範囲

内とする。 

きる額は、地公令別表第一の上欄に掲げる契

約の種類に応じ同表下欄に掲げる額の範囲

内とする。 

第２８条の２～第３１条 略 第２８条の２～第３１条 略 

（一般競争入札に関する規定の準用） 

第３２条 第２０条及び第２１条の規定は、

随意契約により契約を締結する場合に準用

する。 

（一般競争入札に関する規定の準用等） 

第３２条 第１９条及び第２０条の規定は、

随意契約により契約を締結する場合に準

用する。この場合において、第１９条の見

出し中「落札者」とあるのは「随意契約の

相手方」と、同条中「落札者」とあるのは

「随意契約の相手方」と、「当該落札者」

とあるのは「当該随意契約の相手方」と、

第２０条中「落札者」とあるのは「随意契

約の相手方」と、「落札の通知」とあるの

は「第３２条第１項の規定において読み替

えて準用する前条の規定による通知」と、

「当該落札に係る契約」は「当該随意契約」

と読み替えるものとする。 

２ 第２８条から前条まで及び前項に定め

るもののほか、随意契約に関し必要な事項

は、別に定める。 

第３２条の２～第３２条の１２ 略 第３２条の２～第３２条の１２ 略 

第６章 競争入札等運用委員会 

（競争入札運用委員会） 

第３３条 略 

第６章 競争入札運用委員会 

（競争入札運用委員会） 

第３３条 略 

第３４条 地公令第２１条の１４の規定に

よる契約保証金の額は、当該契約金額の１

００分の１０以上に相当する額とする。 

２・３ 略 

第３４条 地公令第２１条の１３の規定に

よる契約保証金の額は、当該契約金額の１

００分の１０以上に相当する額とする。 

２・３ 略 

 （契約保証金に代わる担保） 

第３４条の２ 契約保証金の納付に代えて

提供させることができる担保は、次に掲げ

るものとする。 

 ⑴ 第８条の２第１項各号に掲げるもの 

 ⑵ 保証事業会社（公共工事の前払金保証

事業に関する法律第２条第４項に規定

する保証事業会社をいう。以下同じ。）

の保証 

２ 第８条の２第２項から第５項まで及び

第８条の３の規定は、前項に規定する担保

について準用する。この場合において、第

８条の２第２項から第５項までの規定中

 （契約保証金に代わる担保） 

第３４条の２ 契約保証金の納付に代えて

提供させることができる担保は、次に掲げ

るものとする。 

 ⑴ 第８条の２第１項各号に掲げるもの 

 ⑵ 保証事業会社（公共工事の前払金保証

事業に関する法律第２条第４項に規定

する保証事業会社をいう。以下同じ。）

の保証 

２ 第８条の２第２項から第５項まで及び

第８条の３の規定は、前項に規定する担保

について準用する。この場合において、第

８条の２第２項から第５項までの規定中
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「入札保証金」とあるのは、「契約保証金」

と読み替えるものとする。 

３ 保証事業会社の保証を契約保証金に代

わる担保として提供させるときは、当該保

証を証する書面を提出させるものとする。

ただし、第１項第２号の規定による場合

は、契約の相手方は、当該保証を証する書

面の提出に代えて、電子情報処理組織を使

用する方法その他の情報通信の技術を利

用する方法（以下「電磁的方法」という。）

であって、当該保証事業会社が定め、管理

者が認めた措置を講ずることができる。 

 

 

 

４ 第１項第２号に掲げる担保の価値は、保

証事業会社の保証する金額とする。 

「入札保証金」とあるのは、「契約保証金」

と読み替えるものとする。 

３ 保証事業会社の保証を契約保証金に代

わる担保として提供させるときは、当該保

証を証する書面（当該保証事業会社が電子

証書（保証事業会社が作成する保証を証す

る電磁的記録をいう。以下この条において

同じ。）を作成し、多数の者が利用するこ

とを予定して電子計算機を用いた情報処

理により構築された場であって、保証事業

会社が保証に係る情報を表示することを

常態とするものにおいて当該電子証書を

表示させた場合にあっては、当該電子証書

を閲覧するために必要な情報）を提出させ

るものとする。 

４ 第１項第２号に掲げる担保の価値は、保

証事業会社の保証する金額とする。 

 （契約保証金の特例） 

第３５条 管理者は、次に掲げる場合におい

ては、契約保証金の全部又は一部を納付さ

せないことがある。 

 ⑴ 契約の相手方が保険会社との間に局

を被保険者とする履行保証保険契約を

締結したうえ、当該契約に係る保険証券

を管理者に提出したとき。 

 ⑵ 契約の相手方が、前号の保険証券の提

出に代えて、電磁的方法により、保険会

社が定め、管理者が認めた措置を講じた

とき。 

 ⑶ 局が、契約の相手方から委託を受けた

保険会社、銀行、農林中央金庫その他予

算決算及び会計令第１００条の３第２

号に規定する金融機関と工事履行保証

契約を締結したとき。 

⑷ 競争入札に参加する資格を有する者

と契約を締結する場合において、その者

が落札者となったにもかかわらず、契約

を履行しないこととなるおそれがない

と認められるとき。 

 

 

 

⑸ 令第１６９条の７第２項の規定によ

 （契約保証金の特例） 

第３５条 管理者は、次に掲げる場合におい

ては、契約保証金の全部又は一部を納付さ

せないことがある。 

 ⑴ 契約の相手方が、保険会社との間に局

を被保険者とする履行保証保険契約を

締結したとき。 

 

（削除） 

 

 

 

 ⑵ 局が、契約の相手方から委託を受け

た、銀行、農林中央金庫その他予算決算

及び会計令第１００条の３第２号に規

定する金融機関と工事履行保証契約を

締結したとき。 

⑶ 一般競争入札有資格者名簿若しくは

指名競争入札有資格者名簿に登載され

ている者又は別に定める競争入札に参

加する資格を有する者と契約を締結す

る場合において、その者が落札者となっ

たにもかかわらず、契約を履行しないこ

ととなるおそれがないと認められると

き。 

⑷ 令第１６９条の７第２項の規定によ
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り、確実な担保を提供させて延納の特約

をするとき。 

⑹ 物件を売り払う契約を締結する場合

において、売却代金が即納されるとき。 

⑺ 随意契約により契約を締結する場合

において、契約金額が少額であり、かつ、

契約の相手方が契約を履行しないこと

となるおそれがないと認められるとき。 

り、確実な担保を提供させて延納の特約

をするとき。 

⑸ 物件を売り払う契約を締結する場合

において、売却代金が即納されるとき。 

⑹ 随意契約により契約を締結する場合

において、契約金額が少額であり、かつ、

契約の相手方が契約を履行しないこと

となるおそれがないと認められるとき。 

第３６条～第４０条 略 第３６条～第４０条 略 

（契約書の作成の省略） 

第４１条 次に掲げる場合においては、管理

者が特に必要と認める場合を除き、契約書

の作成を省略することができる。 

 ⑴ 随意契約で契約金額が契約の種類に

応じ別に定める額に達しないとき。 

 ⑵ 単価契約済みの契約で別に定めるも

のを締結するとき。 

⑶ 物品を売り払う場合において、買受人

が代金を即納してその物品を引き取る

とき。 

 

 

 

２ 前項の規定により契約書の作成を省略

する場合においては、契約履行に必要な要

件を具備した見積書をもって契約書に代

えるものとする。 

（契約書の作成の省略） 

第４１条 次に掲げる場合においては、契約

書の作成を省略することができる。 

 

 ⑴ 随意契約で契約金額が契約の種類に

応じ別に定める額に達しないとき。 

 ⑵ 単価契約済みの契約で別に定めるも

のを締結するとき。 

⑶ 物品を売り払う場合において、買受人

が代金を即納してその物品を引き取る

とき。 

⑷ その他管理者が契約書を作成する必

要がないと認める契約で別に定めるも

のを締結するとき。 

２ 前項第１号及び第２号の規定により契

約書の作成を省略する場合においては、契

約履行に必要な要件を具備した見積書を

もって契約書に代えるものとする。 

（決定通知書） 

第４２条 契約書を作成する場合を除き、契

約が確定したときは、決定通知書を当該契

約の相手方に送付する。 

（決定通知書） 

第４２条 前条第１項第１号及び第２号の

規定により契約書の作成を省略した場合

において、契約が確定したときは、決定通

知書を当該契約の相手方に送付する。 

第４３条～第６４条 略 第４３条～第６４条 略 

  
附 則 

この規程は、公布の日から施行する。 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 
附 則 

この規程は、公布の日から施行する。 

（交通局企画総務部企画総務課）      （交通局企画総務部企画総務課）


